
２０２０年６月２９日
弘 億 団 地 自 治 会

広島市高齢者いきいき活動ポイント事業の制度変更について（周知）

標記について、下記の通り制度が変更となりましたので周知します。

記

１ 変更時期 ２０２０年（令和２年）９月より

２ 変 更 点

⚫ 高齢者公共交通機関利用助成制度 廃 止 ２０２０年（令和２年）８月末

⚫ 対 象者 （現 在）７０歳以上の高齢者 （変 更）６５歳以上の高齢者

３ 制度の概要

①付与ポイント １００ポイントを上限に活動に応じてポイントが付与される

②交通費助成 要支援者（2,500円）・・・75ポイント活動に応じて付与される

要介護者（5,000円）・・・50ポイント活動に応じて付与される

障害者公共交通機関利用助成（6,000円）・・・40ポイント活動に応じて付与される

③主な活動内容と付与ポイント 下図を参考願います

活動ポイント事業の目的は高齢者の社会参加の奨励です。活動を通しての高齢者の生き
がいつくり、健康づくり、介護予防につながります。積極的に参加しましょう！！

4 本件の問い合わせ先
自 治 会 長 栗 栖 邦 江

【出典先 広島市ホームページ】


